
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

と
は
？

重
度
の
障
害
が
あ
る
方
の
健
康
の

保
持
や
増
進
、
経
済
的
負
担
の
軽
減

を
図
る
た
め
、
医
療
費
の
自
己
負
担

額
（
病
院
な
ど
で
の
窓
口
支
払
額
）

を
県
と
市
で
助
成
す
る
制
度
で
す
。

令
和
６
年
７
月
診
療
分
か
ら
、
市

へ
申
請
の
必
要
が
な
く
な
る
自
動
償

還
払
い
方
式
に
移
行
す
る
な
ど
の
新

制
度
を
開
始
し
ま
す
。

注
意
事
項

①�

自
動
償
還
払
い
方
式
へ
の
移
行
で

あ
り
、
窓
口
無
料
化
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
窓
口
で
自
己
負
担
額
の
支

払
い
が
必
要
で
す
。

※�

医
療
機
関
な
ど
へ
の
申
請
書
の
回

収
は
令
和
６
年
９
月
で
終
了
と
な

り
ま
す
の
で
、
令
和
６
年
６
月
受

診
以
前
の
申
請
は
早
め
に
お
願
い

し
ま
す
。
申
請
漏
れ
が
あ
っ
た
場

合
、
10
月
以
降
は
直
接
障
害
福
祉

課
へ
提
出
し
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

②�

令
和
６
年
７
月
診
療
分
よ
り
一
定

の
所
得
が
あ
る
方
は
、
対
象
外
と

な
り
ま
す
。

例
１生

計
中
心
者
が
受
給
資
格
者
本
人

で
、
扶
養
親
族
な
ど
が
い
な
い
場
合

収
入
額
の
目
安
＝
５
１
８
万
円

例
２生

計
中
心
者
が
配
偶
者
で
、
扶
養

親
族
な
ど
が
２
人
の
場
合

収
入
額
の
目
安
＝
８
７
９
万
９
千
円

③�

自
動
償
還
払
い
方
式
に
よ
る
助
成

を
受
け
る
た
め
に
は
、
医
療
機
関

な
ど
の
窓
口
で
受
給
資
格
者
証
を

提
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

④�

以
下
の
場
合
は
障
害
福
祉
課
へ
の

支
給
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

▼�

保
険
医
療
機
関
な
ど
で
受
給
資
格

者
証
の
提
示
が
な
い
場
合
（
月
１

回
の
提
示
で
可
）

▼�

県
外
の
保
険
医
療
機
関
な
ど
を
受

診
し
た
場
合

所
得
制
限
の
導
入
に
伴
い
、
受
給

資
格
者
証
が
毎
年
更
新
さ
れ
ま
す
。

令
和
６
年
度
は
対
象
者
に
２
回
発
送

し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
障
害
福
祉
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

令
和
６
年
７
月
か
ら
重
度
心
身
障
害
者

　
医
療
費
助
成
制
度
が
一
部
変
わ
り
ま
す
！

問
合
先
／
本
庁
障
害
福
祉
課
支
援

Ｇ（
内
線
２
１
６
３
、
２
１
７
２
） ▲�受給資格者証（見本） ▲所得制限限度額表

▲�医療費制度
　について

扶養親族
などの数

生計中心者が受給資格者の場合
所得額（収入の目安額）

生計中心者が配偶者および
扶養義務者の場合

所得額（収入の目安額）

0 360万４千円（518万円） 628万7千円（831万９千円）

1 398万４千円（565万６千円） 653万６千円（858万６千円）

2 436万４千円（613万２千円） 674万９千円（879万９千円）

3 474万４千円（660万４千円） 696万２千円（901万２千円）

現行制度 制度変更後

対象者

・身体障害者手帳１級、２級所持者
・�療育手帳 A1、A2、A、B1（知能指
数 35以下）
・�身体障害者手帳３級かつ療育手帳 B1
（知能指数 50以下）

・身体障害者手帳１級、２級所持者
・�療育手帳 A1、A2、A、B1（知能指
数 35以下）
・�身体障害者手帳３級かつ療育手帳 B1
（知能指数 50以下）
・�精神障害者保健福祉手帳１級所持者
（通院医療費）
※上記のうち一定の所得以下の方

助成方法

［償還払い］
窓口でいったん自己負担額を負担した
後、市へ交付申請を行い、市から受給
者に支給

［自動償還払い］
窓口でいったん自己負担額を負担した
後、市から受給者に支給
（病院などの窓口でいったん自己負担
額を負担した後、病院などが審査集計
機関を通じて市へデータを送付し、そ
のデータを基に市から受給者へ支給）

所得制限 なし 特別障害者手当の所得制限を準用
※所得制限限度額表参照

令和６年６月受診まで（償還払い）

保険医療機関などを受診し、自己負担額を支払い

受給者が医療機関または市の窓口に
申請書と領収書を提出して支給申請

医療機関などの窓口で受給資格者証を提示
することで申請書の提出が不要になる

市より個人口座に振り込み

令和６年７月受診から（自動償還払い）

制度の主な変更点は 3 つです

３

氏 名

生 年 月 日

住 所

氏 名

住 所

記 号

被 保 険 者 氏 名

保 険 者 名

令和　年　　月１ 日 から

令和　年　　月　　日 まで

通院のみ

○年○月○日交付

●●市長 ㊞

（裏）

薩摩川内市重度心身障害者
医療費助成金受給資格者証

　
　　　　　　　　　注　意　事　項

１　この証は，重度心身障害者医療費の助成を受けられる
こ
　とを証明する証ですから，大切に保管してください。

２　市に助成金の支給申請書を提出するとき，又は助成金
の
　支払いを受けるときは必ずこの証を提示してください。

３　有効期間を過ぎたときは，速やかにこの証を返還して
ください。

４　次に書いてあることが生じたときは必ず届け出てくだ
　さい。
　(ア)　この証の記載事項に変更が生じたとき。
　(イ)　対象者が生活保護法による保護を受けるように
なっ
　　　たとき。
　(ウ)　対象者又はその保護者が当市から転出し，又は死
亡
　　　したとき。

　詳しくは，〇市〇〇課にお尋ねください。
　　電話〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇

市 町 村 番 号 事業番号

受 給 者 番 号

保
護
者

対
象
者

医
療
保
険

備 考

発 行 機 関 名

番 号

性 別

有 効 期 間

（表）
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　今
回
は
、
九
州
樹
脂
工
業
株
式

会
社
を「
深
ボ
リ
！
」。
営
業
課
長

の
富と

み

田た

守ま
も
る

さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。

事
業
の
概
要

　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
加
工
お
よ
び

輸
出
販
売
を
行
う（
株
）中ち

ゅ
う

天て
ん

貿
易

と
し
て
、
平
成
24
年
に
創
業
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、
世
界
的
な
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
の
輸
出
入
規
制
を
契
機

に
、
よ
り
一
層
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

再
資
源
化
に
取
り
組
む
た
め
、
令

和
元
年
に
九
州
樹
脂
工
業（
株
）を

設
立
し
、
再
生
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

製
造
、
販
売
、
そ
の
材
料
と
な
る▲富田営業課長（右から２番目）と社員の皆さん

樹
脂
全
般
の
受
け
入
れ
を
行
っ
て

い
ま
す
。

高
度
な
リ
サ
イ
ク
ル
技
術

　当
社
は
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
類
の
軟

質
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
破
砕
・
洗
浄

し
、
ペ
レ
ッ
ト
と
い
う
小
さ
な
粒

状
に
加
工
す
る
高
度
な
技
術
や
設

備
を
有
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ペ

レ
ッ
ト
を
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品

を
製
造
す
る
メ
ー
カ
ー
な
ど
に
販

売
し
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
再
資

源
化
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。

今
後
の
抱
負

　
事
業
者
か
ら
は
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
の
持
ち
込
み
も
受
け
入
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
持
ち
込
ま
れ
た

も
の
の
中
に
は
再
資
源
化
す
る
こ

と
が
難
し
い
も
の
も
あ
る
た
め
、

古
紙
な
ど
を
混
ぜ
て
固
形
化
し
燃

料
と
し
て
再
利
用
す
る
仕
組
み
を

計
画
し
て
い
ま
す
。
こ
の
燃
料
は
、

廃
棄
物
固
形
燃
料（
Ｒ
Ｐ
Ｆ
）と
い

い
、
石
炭
と
比
較
し
て
熱
効
率
が

高
く
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
が

少
な
い
、
環
境
に
優
し
い
燃
料
で
、

工
業
用
の
燃
料
と
し
て
の
利
用
が

進
ん
で
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
家
庭
ご
み
や
事
業

ご
み
が
再
び
資
源
と
し
て
再
生
し

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
資

源
化
を
行
う
企
業
が
地
元
に
あ
る

こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

学
校
を
訪
問
し
、
企
業
説
明
な
ど

を
行
っ
て
い
ま
す
。
弊
社
の
事
業

に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
よ
っ
て
雇
用
に
つ
な
げ
て
い
く

こ
と
を
目
指
す
と
と
も
に
、
今
後

も
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
推
進
す
る
企
業
と

し
て
努
め
て
い
き
ま
す
。

①素材の廃プラスチックを
　機械に投入

②再生プラスチックを
　ペレット状に加工

③ペレット状になった
　再生プラスチック

第
66
回

代 表 者：代表取締役社長　王
おうしょう

尚
所 在 地：久見崎町 965-2
従業員数：24人
連 絡 先： 099（294）9702

九
州
樹
脂
工
業
株
式
会
社

入社４年目
宮
みやわき
脇健

たけし
さん

　私
は
ペ
レ
ッ
ト
を
作
り
出
す
機

械
の
操
作
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

持
ち
込
ま
れ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
混
在
し
て

い
る
の
で
、
一
定
の
品
質
で
ペ

レ
ッ
ト
を
作
り
出
す
た
め
に
は
機

械
の
設
定
を
調
整
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
調
整
が
難
し
い
作

業
で
あ
る
一
方
、
や
り
が
い
を
感

じ
て
い
ま
す
。

　ま
だ
ま
だ
成
長
し
て
自
分
の
で

き
る
仕
事
の
幅
を
広
げ
て
い
き
た

い
で
す
。

社
員
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

九州樹脂工業
株式会社 － Information －
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